
奈
良
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
十
二
号

奈
良
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
四
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
（
奈
良
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的

な
支
援
の
方
法
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
十
八
号
。
以
下
「
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
訪

問
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

第
一
号
訪
問
事
業
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
五

条
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪

問
介
護
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十

五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
（
以
下
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防

訪
問
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
」
を
「
当
該
第
一
号
訪
問
事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護

の
」
を
「
当
該
第
一
号
訪
問
事
業
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者

」
を
「
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号
訪
問
事
業
に
係
る
指
定
事
業
者
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
介

護
の
事
業
」
を
「
当
該
第
一
号
訪
問
事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
第
六
条

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
」
を
「
市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一
号
訪
問
事
業
の
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
勤
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
を
三
人
以
上
配
置
し
、
か
つ
、

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
業
務
に
主
と
し
て
従
事
す
る
者
を
一
人
以
上
配
置
し
て
い
る
指
定
訪
問
介

護
事
業
所
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
行
う
業
務
が
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
員
数
は
、
利
用
者
の



数
が
五
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
」
を
「
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号

訪
問
事
業
に
係
る
指
定
事
業
者
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
事
業
」
を
「
当
該
第
一
号
訪
問

事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
市
町
村

の
定
め
る
当
該
第
一
号
訪
問
事
業
の
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚

生
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
三
条
第
九
号
」
を
「
奈
良
県
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
指

定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
三
項
中
「
基
準
該
当
介
護
予
防
訪
問
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条

例
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
訪
問
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業

」
を
「
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
訪
問
事
業
（
旧
法
第
八
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
四
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
も
の

と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
同
項
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
市

町
村
の
定
め
る
当
該
第
一
号
訪
問
事
業
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
基
準
該
当
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
事
業
」
を
「
第
四
十
条
第
三
項
に
規
定

す
る
第
一
号
訪
問
事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
」
を
「
市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一
号
訪
問
事
業
の
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
」
を
「
奈
良
県
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
十
八

号
。
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中
「
維
持
回
復
」
の
下
に
「
及
び
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
」
を
加
え
る
。

第
六
十
六
条
第
五
項
中
「
第
百
七
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
一
条
第
十
項
」
に
、
「
指
定
複

合
型
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
条
に
規
定
す
る
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

を
い
う
。
）
」
を
「
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百

七
十
条
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
中
「
で
き
る
よ
う
」
の
下
に
「
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
し
」
を
加
え
る
。

第
八
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



五

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
（
次
条
第
一
項
に

規
定
す
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
又
は
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の
作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加
を
基
本
と
し
つ
つ
、

医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
の
担
当
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る

専
門
的
な
見
地
か
ら
利
用
者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
構
成
員
と
共
有
す
る
よ
う
努
め
、
利
用

者
に
対
し
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

第
八
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
が
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
（
第
百
三

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
を
い
う
。
）
の
指
定
を
併
せ

て
受
け
、
か
つ
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
開
催
等
を
通
じ
て
、
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状

況
、
希
望
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
関
す
る
情
報
を
構
成
員
と
共
有
し
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
目
標
及
び
当
該
目
標
を
踏
ま
え
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
提
供
内
容
に
つ
い
て
整
合
性
の
と
れ
た
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に

つ
い
て
は
、
第
百
四
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
運
営
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す

こ
と
を
も
っ
て
、
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
条
中
「
で
き
る
よ
う
」
の
下
に
「
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
し
」
を
加
え
る
。

第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基

準
等
条
例
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
を
「
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
（
旧
法
第
八
条

の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
指
定
事
業
者
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準

等
条
例
第
九
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
」
を
「

当
該
第
一
号
通
所
事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
」
を
「
当
該
第
一
号
通
所
事
業
の
」
に

改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
」
を
「
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
一

号
通
所
事
業
に
係
る
指
定
事
業
者
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
」
を
「
当
該
第
一
号
通

所
事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
第
九
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に

規
定
す
る
」
を
「
市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一
号
通
所
事
業
の
」
に
改
め
る
。



第
百
三
条
第
五
項
中
「
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
第
一
号
通
所
事
業
に
係
る
指
定
事
業
者
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
」
を
「
当
該

第
一
号
通
所
事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
第
百
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
に
規
定
す
る
」
を
「
市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一
号
通
所
事
業
の
」
に
、
「
前
各
項
」
を
「
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

５

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
項
に
掲
げ
る
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及

び
深
夜
に
指
定
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス

の
内
容
を
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
開
始
前
に
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

第
百
十
二
条
の
二

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
よ
り
事

故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
市
町
村
、
当
該
利
用
者
の
家
族
、
当
該
利
用
者
に
係
る
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
記

録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故

が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
第
百
三
条
第
五
項
の
指
定
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ

り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
た
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
三
条
第
二
項
第
五
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項

」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
中
「
第
四
十
一
条
ま
で
、
第
四
十
三
条
」
を
「
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
」
に

改
め
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
で
き
る
よ
う
」
の
下
に
「
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
し
」
を
加

え
る
。

第
百
二
十
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
項
に
掲
げ
る
設
備
を
利
用
し
、
夜

間
及
び
深
夜
に
指
定
療
養
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該



サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
開
始
前
に
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十
一
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
四
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め

る
。第

百
三
十
二
条
中
「
第
四
十
一
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
」
に
、
「
第
百
十

二
条
」
を
「
第
百
十
二
条
の
二
」
に
改
め
、
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
療
養
通
所
介
護
従

業
者
」
と
」
の
下
に
「
、
第
百
十
二
条
の
二
第
四
項
中
「
第
百
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二

十
条
の
七
第
四
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等

基
準
等
条
例
第
百
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
」

を
「
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
（
旧
法
第
八
条
の
二

第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
及
び
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に
限
る
」
に
、
「
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
の
」
を
「
当
該
第
一
号
通

所
事
業
の
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
」
を
「
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
第
百
十
四
条
第

一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
」
を
「
市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一
号
通
所
事
業
の
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
五
条
第
五
項
中
「
基
準
該
当
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
」
を
「
第
百
三
十
三
条
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
第
百
十
六

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
」
を
「
市
町
村
の
定
め
る
当
該
第
一
号
通
所
事
業
の
」
に
改

め
る
。

第
百
三
十
六
条
中
「
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
中
「
で
き
る
よ
う
」
の
下
に
「
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
し
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
開
催
に
よ
り
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
専
門
的
な
見
地
か
ら
利
用
者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
構
成

員
と
共
有
す
る
よ
う
努
め
、
利
用
者
に
対
し
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

第
百
四
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
が
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
の
指
定
を

併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
（
医
師
が
参
加
し
た
場
合
に
限
る
。
）
の
開
催

等
を
通
じ
て
、
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状
況
、
希
望
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
関
す
る
情

報
を
構
成
員
と
共
有
し
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
目
標
及



び
当
該
目
標
を
踏
ま
え
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
提
供
内
容
に
つ
い
て
整
合
性
の
と
れ
た
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に

規
定
す
る
運
営
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る

基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
六
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

利
用
者
の
状
況
や
利
用
者
の
家
族
等
の
事
情
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
（
指
定
居
宅

介
護
支
援
等
基
準
等
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
を
い
う
。
）
の

介
護
支
援
専
門
員
が
、
緊
急
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
者
に
対

し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
提
供
す

る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
者
及
び
他
の
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
利
用
者
数
を
超
え
て
、
静
養
室
に
お
い
て
指
定
短

期
入
所
生
活
介
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
百
八
十
四
条
中
「
若
し
く
は
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を

い
う
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
」

を
加
え
る
。

第
百
九
十
条
中
「
「
看
護
職
員
」
と
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
六
条
第
二
項
中
「
静
養
室
」
と
あ
る

の
は
「
静
養
室
等
」
と
」
を
加
え
る
。

第
二
百
十
九
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
百
二
十
条
第
二
項
第
二
号
ア
中
「
、
利
用
者
」
の
下
に
「
の
数
」
を
加
え
、
「
う
ち
要
介
護
認

定
等
に
係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生

省
令
第
五
十
八
号
。
以
下
「
認
定
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
要
支
援
状

態
区
分
に
該
当
す
る
者
の
数
」
を
「
数
に
十
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
」
に
改
め
、
「
並
び

に
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
う
ち
認
定
省
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
要
支
援
状
態

区
分
に
該
当
す
る
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
」
を
削
る
。

第
二
百
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
五
条

削
除

第
二
百
三
十
八
条
第
二
項
第
八
号
及
び
第
二
百
四
十
九
条
第
二
項
第
十
号
を
削
る
。

第
二
百
五
十
条
中
「
第
二
百
二
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
二
百
二
十
六
条
」
を
加
え
る
。

第
二
百
六
十
条
の
見
出
し
中
「
確
保
等
」
の
下
に
「
並
び
に
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
の
知
識
及
び
技



能
の
向
上
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

福
祉
用
具
専
門
相
談
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽
に
励
み
、
指
定
福
祉
用
具
貸
与
の
目
的
を
達
成
す
る

さ
ん

た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
又

は
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
整
備
法
第
五
条
の
規

定
（
整
備
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
旧
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護

又
は
介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
旧
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条
例
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
八
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十
六
条
第
二
項

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３

旧
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
旧
法
第
八
条
の
二

第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
又
は
介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
旧
法
第
八
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通

所
介
護
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
旧
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
等
条

例
第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
八
項
、
第
百
三
条
第
五
項
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
及

び
第
七
項
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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